
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和６年９月４日（２０２４．９．４）

【登録番号】意匠登録第１７７８１６０号（Ｄ１７７８１６０）
【掲載公報発行日】令和６年８月２１日（２０２４．８．２１）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２４－１５６

【意匠分類】Ｇ２－９０００
【出願番号】意願２０２４－６２７５（Ｄ２０２４－６２７５）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和６年８月２１日（２０２４．８．２１）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１７７８１６０号（Ｄ１７７８１６０）
（２４）【登録日】令和６年８月１３日（２０２４．８．１３）

（５４）【意匠に係る物品】電動キックボード用収納ボックス
（５２）【意匠分類】Ｇ２－９０００
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１４）Ｃｌ．１２－１６

（２１）【出願番号】意願２０２４－６２７５（Ｄ２０２４－６２７５）
（２２）【出願日】令和６年３月２７日（２０２４．３．２７）
（７２）【創作者】

【氏名】坂本　暁
【住所又は居所】東京都港区三田三丁目５番２７号　シナネンサイクル株式会社内

（７３）【意匠権者】
【識別番号】５１７１９１０８０
【氏名又は名称】シナネンサイクル株式会社

【住所又は居所】東京都品川区東品川一丁目３９番２０号
（７４）【代理人】
【識別番号】１００１１０４３４

【弁理士】
【氏名又は名称】佐藤　勝
【審査官】橘　崇生　　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、電動キックボードのシート下部のフレームに取り付けられる
収納ボックスであり、主にヘルメットなどの物品を収納する収納ボックスである。収納ボックスの左右側面

には、それぞれ開閉自在な蓋が設けられ、内部の空間に物品を収納できる。
（５５）【意匠の説明】左側面図は右側面図と対称に表れるため、左側面図を省略する。両側面には、当該
収納ボックスの蓋がそれぞれ開閉自在にボックス本体にヒンジを介して取り付けられている。各図の周辺部

に表された空色は、形状を明確にするための背景である。
【図面】



【右側面図】

【正面図】
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【背面図】

【平面図】
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【底面図】

【両側の蓋を閉じた状態を示す参考斜視図】

(4) 意匠公報１７７８１６０



【両側の蓋を開いた状態を示す参考斜視図】
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【フレームに取付けられた状態を示す参考斜視図】
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